
○東チモール国際平和協力業務の実

　施の結果　　　　　　　　　　　　

(平成13年10月23日)

１　経緯

　　東チモールに関しては、1970年代半ば以降、インドネシア共和

　国及び旧宗主国であるポルトガル共和国を含む国際社会におい

　て、その国際的な地位をめぐって問題が生じていた。1999年５

　月、インドネシア共和国、ポルトガル共和国及び国際連合の間

　で、インドネシア共和国政府が提案した東チチールにおける特別

　な自治に対する枠組案に対する東チモール人の民意を、東チモー

　ル人による直接投票で確認すること等を内容とする基本合意等が

　成立し、同年８月に直接投票が実施され、その結果有効投票総数

　の78.5%の有権者によりインドネシア共和国政府の自治提案が拒

　否された旨が国際連合事務総長から発表された。

　　同年10月20日、インドネシア共和国の最高意思決定機関である

　国民協議会において、直接投票の結果を受け入れること等を内容

　とする同協議会決定が採択された。また、同月25日、国際連合安

　全保障理事会は、決議第1272号を採択し、国際連合東チモール暫

　定行政機構（以下「UNTAET」という。）を設立した。これに

より、UNTAETは、東チモール統治に対する全般的責任を付

与されるとともに、立法、行政及び司法に係るすべての権限を行

使する権能を与えられ、現在に至るまで、東チモールの独立に向

けた活動を行ってきており、本年８月30日にUNTAETにより

憲法制定議会議員選挙が実施された。

　この選挙に係る要員の派遣については、国際連合から、選挙監

視団の派遣について招請があり、また、国際連合平和維持活動等

に対する協力に関する法律（平成４年法律第79号。以下「国際平

和協力法」という。）に規定する国際平和協力業務を実施するた

めの各要件も満たされていた。具体的には、国際平和協力法第３

条第２号の２に規定する受入れ国の国際的な選挙監視活動への同

意については、東チモールにおいて国際連合安全保障理事会決議

に基づき同地の統治に関する全般的な責任及び権能を付与されて

いるUNTAETの同意があり、国際平和協力法第６条第１項第

３号に規定する我が国の国際平和協力業務の実施についての同意

もUNTAETから得られていた。

　これらを踏まえ、我が国としても、東チモールの今次選挙に関

する国際的な選挙監視活動に対し、人的な協力を行うこととし

た。このため、本年７月31日、「東チモール国際平和協力業務の実

施についてj及び「東チモ¬ル国際平和協力隊の設置等に関する

政令（平成13年政令第259号）」の閣議決定を行い、８月３日に東

チモール国際平和協力隊を設置し、これにより、国際平和協力業

務を実施した。



２　東チモール国際平和協力業務の実施の結果に関する事項

　　選挙監視要員のうち５名は、本年８月14日に本邦を出発し、翌

　日に東チモールに到着した後、UNTAET、国連開発計画（Ｕ

　ＮＤＰ）を始めとする関係機関等からの情報収集、現地調査等の

　業務を実施した。同月22日には選挙監視要員12名（民間人６名を

　含む。）が、同月26日には選挙監視要員２名が本邦を出発し、いず

　れも翌日に東チモールに到着した後、ディリ、マナトゥト及びリ

　キサの各県において選挙キャンペーン及び選挙準備の監視等の業

　務を実施した。選挙監視要員は、同月30日の投票日には、上記３

　県の合計15か所の投票所において投票状況を監視し、今次選挙が

　全体としておおむね自由かつ公正に行われたと認められたこと等

　を内容とする所感を発表するとともに、９月５日までに全員が業

　務を終了し本邦へ帰国した。

　　今次選挙に係る投票及び開票は、全体として円滑かつ平穏に行

　われ、ＵＮＴＡＥＴが同月10日に発表した最終開票結果によれ

　ば、有権者総数約42万人に対して投票率は約91％であり、この結

　果は東チモールの人々の今次選挙に対する関心の高さを示すもの

　といえる。

３　まとめ

　　今次の憲法制定議会議員選挙は、東チモールが独立を達成し、

　国家として自立していく過程における極めて重要な意義を有する

　ものであった。今回の国際平和協力業務は、他国等の監視団とと

　もに、かかる重要な意義を有する今次選挙の公正性につき確認を

行うものであったが、今次選挙の結果を礎として今後の国づくり

へ向けて新たな一歩を踏み出す東チモールの人々に対し、我が国

が今回の活動を通じて支援を行ったことの意義は大きい。

　我が国要員は、その能力と経験をいかして効率的に国際平和協

力業務を実施したが、政府としては、今回の活動における貴重な

経験を今後の業務の実施に際していかすことが肝要と考えてお

り、今後とも、国民の理解と支持を得つつ、国際平和協力法に基

づいて協力を進めていくこととしたい。
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